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不
妊
治
療
費
の
助
成

特
定
健
康
診
査
を
受
診
さ

れ
る
国
民
健
康
保
険
以
外

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ

　
特
定
不
妊
治
療
を
受
け
た
方

に
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
下
野
市
で
は
、
特
定
不
妊
治

療
（
体
外
受
精
及
び
顕
微
授

精
）
を
受
け
た
夫
婦
に
治
療
費

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者

　
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る

夫
婦
で
、
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

1
．
栃
木
県
が
実
施
し
て
い
る

「
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
金
」  

　
の
交
付
決
定
を
受
け
た
方

2
．
下
野
市
に
１
年
以
上
住
所

　
を
有
す
る
方

3
．
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
方

●
助
成
の
内
容

　
治
療
１
回
に
つ
き
上
限
額
10

万
円
ま
で
と
し
、
合
計
10
回
ま

で
助
成
し
ま
す
。

●
必
要
書
類

1
．
申
請
書
（
夫
妻
そ
れ
ぞ
れ

　
の
印
鑑
及
び
医
療
機
関
で
の

　
証
明
）

2
．
栃
木
県
特
定
不
妊
治
療
費

　
助
成
金
交
付
決
定
通
知
書

3
．
治
療
に
係
る
領
収
書

●
申
請
期
限

　
栃
木
県
助
成
金
の
交
付
決
定

日
の
翌
年
度
末
日

●
申
請
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
増
進
課
　
母
子
保
健
グ

ル
ー
プ
（
下
野
市
下
古
山
１
２

２
０
番
地
　
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
き
ら
ら
館
内
）
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考

栃
木
県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業

・
特
定
不
妊
治
療
（
体
外
受
精

及
び
顕
微
授
精
）
が
必
要
で
あ

る
と
医
師
に
診
断
さ
れ
、
指
定

医
療
機
関
に
お
い
て
特
定
不
妊

治
療
を
受
け
た
方

・
栃
木
県
内
に
居
住
し
て
い
る

方・
夫
婦
の
前
年
所
得
（
１
月
か

ら
５
月
ま
で
の
申
請
に
つ
い
て

は
、
前
々
年
の
所
得
）
の
合
計

額
が
７
３
０
万
円
未
満
で
あ
る

方・
治
療
１
回
に
つ
き
上
限
額
１５

万
円
ま
で
、
１
年
度
目
は
3

回
、
2
年
度
目
以
降
は
２
回
ま

で
と
し
、
通
算
５
年
ま
で
助

成
。
（
合
計
10
回
ま
で
）

必
要
書
類
及
び
申
請
先
等
詳
細

は
、
県
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

健
康
支
援
課
ま
で
。

〒
3
2
3
│
0
8
1
1
　

小
山
市
犬
塚
3
│
1
│
1
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●
特
定
健
康
診
査
受
診
券

・
国
民
健
康
保
険
以
外
の
医
療

保
険
（
健
康
保
険
組
合
・
協
会

け
ん
ぽ
・
共
済
組
合
・
国
保
組

合
等
）
の
加
入
者
の
家
族
の
方

が
特
定
健
診
受
診
を
希
望
さ
れ

る
場
合
、
加
入
保
険
よ
り
発
行

さ
れ
る
「
特
定
健
康
診
査
受
診

券
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方

は
、
加
入
す
る
医
療
保
険
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
が
必
要
な
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
自
身
で
該

当
の
医
療
保
険
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
受
診
で
き
る
健
診
機
関

・
下
野
市
で
は
集
団
検
診
の
日

程
で
受
診
で
き
ま
す
。集
団
健

診
申
込
み
時
、
受
診
券
を
お
手

元
に
置
い
て
お
電
話
く
だ
さ
い
。

　
健
診
受
診
時
に
は
、
必
ず「
特

定
健
康
診
査
受
診
券
」
「
保
険

証
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。忘
れ

ま
す
と
受
診
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。な
お
、
加
入

保
険
に
よ
っ
て
は
、
集
団
健
診

で
は
対
応
で
き
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

●
加
入
す
る
医
療
保
険
に
よ
っ

て
自
己
負
担
が
発
生
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
増
進
課

　
成
人
保
健
グ
ル
ー
プ

　
☎(

52)

1
1
1
6

がんばろう　日本！
がんばろう　栃木！
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